
平成２６年度 事務事業評価シート

2

1

Ⅰ

単位
基準値

Ｈ16
実績値

Ｈ25

人 525 688

％ 1 12.5

件 0 0

Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

311 115 585 585 585 585

21121001 311 115 585 585 585 585

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

726 707 770 770 770 770

21124001 726 707 770 770 770 770

‐ 10

環境調査における環境基準を超えた項目 0 0 0 0 ‐ 0

環境家計簿の活用に取組む世帯の割合 3.30 ‐ 6 11.4

合　計

－ － － － －

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ25

上記のとおり

－ － －

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

　登別市環境基本条例におい
て、市は、河川、湖沼、湿
原、海域等における良好で健
全な水環境の保全に努めると
ともに、水道水源その他の水
資源の安全性の確保に必要な
措置を講じるものとされてい
ることから、市が主体的に公
害の発生を未然に防止するこ
とにより、市民が住みよい環
境を保全することが必要であ
る。

引き続き河川の水
質調査を実施し、
公害の未然防止に
努めていく。

0 0 0 0 0

Ｈ24
以前

市民 市内の河川の水質調査を委託した。
【調査実績】
・登別川：年３回
・サト岡志別川：年３回
・上記以外の９河川：年２回

環境基本法、水質
汚濁防止法、登別
市環境基本条例、
登別市公害防止条
例

公害苦情件数 件 3

S63 － ソフト
一般
会計

　公害の発生を未
然に防止すること
により、市民が住
みよい環境を保全
することを目的と
する。

Ｈ24

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

2 2-④

公害対策事
業

市民
生活
部

環境
対策
Ｇ

－ － － － － －

1 2-①

総合的な環
境保全の推
進 市民

生活
部

環境
対策
Ｇ

H10

Ｈ26

上記のとおり

ＮＯ 施策
事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

維持

多様化かつ複雑化する環境問
題は個別の対策事業だけでの
解決は難しく、市民、事業
者、行政の協働による総合的
な環境保全活動が不可欠であ
り、細やかな情報提供と環境
保全に対する意識啓発を進め
るうえで必要な事業である。

登別市環境保全市
民会議は平成15年
６月に発足し、こ
れまで自然環境や
生活環境に関する
施策の提言や委員
の出身母体の環境
に関する実践活動
の発表や情報交
換、子ども環境家
計簿の作成などを
行っている。会議
の目的である人と
自然が共生する豊
かな環境の実現、
心の豊かさを感じ
られる生活空間の
実現、公害のない
健康で安全な社会
の実現の達成に向
け、今後も活動を
継続していく。

65 65 65 65

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

上記のとおり

　市民、事業者、行政の協働により、環境保全の取組みを
計画的に行った。
【事業内容】登別市環境保全市民会議と協働で環境基本計
画、環境配慮指針、温暖化対策推進実行計画に基づく施策
の検討及び実施（小中学生による環境ポスター募集事業、
小学生による「子ども環境家計簿」の夏・冬休み中の取組
み実施、グリーン購入法に基づく調達方針の進行管理）、
環境基本計画及び生活排水処理基本計画の審議、マイバッ
ク等の持参によるレジ袋削減の取組等を実施。

環境基本法　地球温
暖化対策の推進に関
する法律、国等によ
る環境物質等の調達
の推進等に関する法
律、登別市環境基本
条例、登別市温暖化
対策推進実行計画

子ども環境家計簿
の取組率

％ 57 63

上記のとおり 上記のとおり

－ －

－ ソフト
一般
会計

　環境基本計画や
環境配慮指針、温
暖化対策推進実行
計画等に基づき、
環境保全の推進を
図ることを目的と
する。

Ｈ24

市民全般
（主に登別
市環境保全
市民会議、
登別市環境
保全審議
会）

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価

2-④ ２　環境保全活動の推進 ④　公害監視体制の強化 ・ 大気汚染、水質汚濁、悪臭、騒音、振動、地盤沈下などの原因による環境悪化防止のため監視に努めます。

2-② ２　環境保全活動の推進 ②　温室効果ガスの削減推進 ・ 登別市温暖化対策推進実行計画などに基づき、温室効果ガスの削減に向けた取組を推進します。

2-③ ２　環境保全活動の推進 ③　自然エネルギーの利用促進 ・ 太陽光や風力などの自然エネルギーの利用促進を支援します。

目標 一人でも多くの市民が環境問題に理解と関心を持ち、それぞれの立場で環境に配慮した暮らし方を構築する。

指標名
中間値

Ｈ21
実績値

Ｈ22
実績値

Ｈ23

1-③ １　環境保全意識の醸成 ③　環境に配慮した消費行動の推進 ・ グリーン購入や環境ラベルの付いた製品の購入が定着するよう普及啓発活動を推進します。

2-① ２　環境保全活動の推進 ①　省資源・省エネ生活への意識啓発 ・身近な生活における節電の普及など、省資源･省エネルギーと環境にやさしい生活様式の意識啓発を推進します。

1-① １　環境保全意識の醸成 ①　環境教育の推進
・ 子どもから大人まで各年齢層に応じた環境教育・学習の推進に努めます。
・ 子どもたちの環境に対する意識を育むため、学校における環境教育の推進に努めます。

1-② １　環境保全意識の醸成
②　環境保全団体や広域連携による連携強化と活動の推
進

・ 自主的に環境保全活動に取組む団体間等の情報交換や交流を促進します。
・市や環境保全団体における情報の交換を促進します。
・環境保全の推進を広域的に連携して取り組みます。

施策
コード

施策の基本的な方向 主要な施策

章 自然とともに暮らすまち

節 環境への負荷の少ないまちをつくる

施策 環境に配慮した暮らしの構築

2-⑤ ２　環境保全活動の推進 ⑤　生態系の保全
・ 外来種のペット等が捨てられ生態系を乱すことを防止するため、飼い主に対してペット等の適正な飼育管理についての意識の啓発を行い、生態系の保全を図ります。
・ 野犬掃討や、カラス・蜂の巣の駆除を行い野犬、蜂、カラス等による人への危害防止を図ります。

指標②

630

指標③

実績値
Ｈ24

実績値
Ｈ26

目標値
Ｈ27

指標① 環境保全活動に取組む人数 633 667 647 636 ‐

具体的な内容



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

ＮＯ 施策
事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

462 462 476 476 476 476

21124002 462 462 476 476 476 476

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

2,772 1,785 2,271 2,271 2,271 2,271

21124003 2,772 1,785 2,271 2,271 2,271 2,271

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他
狂犬病予防注射済
票交付手数料、畜
犬登録事務手数料

1,667 1,437 1,727 1,727 1,727 1,727

一般
財源

7,124 6,732 8,460 8,460 8,460 8,460

21125001 8,791 8,169 10,187 10,187 10,187 10,187

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,667 1,437 1,727 1,727 1,727 1,727

11,395 9,801 12,562 12,562 12,562 12,562

13,062 11,238 14,289 14,289 14,289 14,289

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,667 1,437 1,727 1,727 1,727 1,727

11,395 9,801 12,562 12,562 12,562 12,562

13,062 11,238 14,289 14,289 14,289 14,289

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

区分【再掲】

一般財源

合計

一般会計　合計

国庫支出金

道支出金

地方債

その他

一般財源

全会計　合計

国庫支出金

道支出金

地方債

その他

合計

6 0 0 0 0

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり
【事業内容】
・畜犬の登録及び狂犬病予防接種
　畜犬登録数2,487頭（うち、予防接種数1,866頭）
・野犬掃討等
　野犬捕獲数15頭、小動物死骸処理数72件、カラスの巣の
除去数50件、蜂の巣の除去数113件

上記のとおり

Ｈ25

・現地で蜂の巣の駆除を行う際、草
等を刈るように呼びかけており、今
後も長期的に呼びかけていく。
・駆除費用の定額制ではなく、駆除
に係る手間に応じた区分を設ける
等、段階的な駆除費用の設定につい
て検討し、委託業者と折衝を行う。
・蜂の巣経費の有料化について検討
する。

犬の苦情処理件数 件 12

・平成24年度に畜犬登録実態調査を
行い、現状把握に努めた。この結果
を、接種率の向上に努める。
・巣を作られにくくするために、市
民に草刈り等をするよう呼びかけて
いく。

改善

　狂犬病の蔓延を未然に防
ぎ、公共衛生の向上を図ると
ともに、野犬の掃討、蜂やカ
ラスの巣の除去などを行うこ
とにより、市民の安全な生活
を確保する必要があるが、前
年度から引き続き検討してい
る蜂の巣の駆除に係る自己管
理について継続して検討を行
う。

今後も継続して市
民の安全、安心な
生活を確保するた
め、野犬の掃討、
蜂やカラスの巣の
除去などに努めて
いくとともに、畜
犬登録等の啓発及
び狂犬病予防注射
の勧奨等に努めて
いく。

75 100 100 100 100

Ｈ24
以前

市民 　狂犬病予防法に基づき、畜犬の登録及び狂犬病の予防接
種を実施した。また、野犬の掃討、蜂やカラスの巣の除去
などを行った。
【事業内容】
・畜犬の登録及び狂犬病予防接種
　畜犬登録数2,578頭（うち、予防接種数1,961頭）
・野犬掃討等
　野犬捕獲数17頭、小動物死骸処理数73件、カラスの巣の
除去数52件、蜂の巣の除去数191件

狂犬病予防法、登
別市畜犬取締及び
野犬掃とう条例

狂犬病予防注射接
種率

％ 76

H13 － ソフト
一般
会計

　狂犬病の蔓延を
未然に防ぎ、公共
衛生の向上を図る
とともに、野犬の
掃討、蜂やカラス
の巣の除去などを
行うことにより、
市民の安全な生活
を確保することを
目的とする。

Ｈ24

上記のとおり実施予定 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

5 2-⑤

野犬掃討等
業務委託事
業 市民

生活
部

環境
対策
Ｇ

－ － － － － －

Ｈ26

蜂及び蜂の巣駆除経費の自己負担
は、所有者だけでなく、不特定多数
の市民、観光客等に危害が及ぶおそ
れがあり、緊急性が高いものである
ことから、有料化については見送る
こととするが、近隣市等を参考に継
続的に協議していく。合　計

－

－ ソフト
一般
会計

　自動車騒音常時
監視を円滑に行
い、沿線地域で生
活する市民に直接
影響のある市内の
自動車騒音の実態
を把握することに
より、騒音の未然
防止に寄与するこ
とを目的とする。

Ｈ24

市民

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

維持

　地方自治法第245条の９第
１項及び第３項の法定受託事
務として、騒音規制法第18条
に規定に基づく騒音調査を行
うことが義務付けられている
ことから、実施の必要があ
る。

　公害の未然防止
に努めるため、登
別市の区域で自動
車騒音常時監視を
継続して行ってい
く。

0 0 0 0

Ｈ24
以前

地域主権一括法により、平成
24年度に北海道から市へ権限
移譲された事業であり、１地
点あたり最低５年に１度のサ
イクルで評価が必要となる。

Ｈ25

１地点あたり最低５年に１度
のサイクルで評価が必要とな
ることから、計画的に測定・
評価を行っていく。

Ｈ26

上記のとおり

合　計

4 2-④

自動車騒音
常時監視業
務 市民

生活
部

環境
対策
Ｇ

H24

－ － － － － －

ソフト
一般
会計

　人の生命及び健
康に重大な影響を
与えるおそれのあ
る、ダイオキシン
類の汚染状況を調
査することによ
り、市民の健康の
保護を図ることを
目的とする。

大気中のダイオキシン類測定分析調査を委託し
た。
【調査実績】
　測定場所：幌別中学校グラウンド
　測定回数：年２回

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

道路に面する地域の自動車騒音や交通量等の測定及び測定
値から個別の住居等のがどの程度影響を受けるかの評価
（面的評価という）を委託した。
【事業内容】
・騒音等の測定：２箇所（一般国道36号：２箇所）
・面的評価区間：8区間（一般国道36号：4区間、俱多楽湖
公園線：2区間、上登別室蘭線：2区間）

騒音規制法、登別
市公害防止条例

基準値超過戸数 戸 306 0

上記のとおり
【事業内容】
・騒音等の測定：２箇所（弁景幌別線：１区間、洞爺湖登
別線：１区間）
・面的評価区間：12区間（一般国道36号：２区間、俱多楽
湖公園：４区間、洞爺湖登別線：２区間、弁景幌別線：４
区間）

上記のとおり

－

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ25

　大気汚染防止法により、人
の生命及び健康に重大な影響
を与えるおそれのある、ダイ
オキシン類の汚染状況を調査
することは望ましいとされて
おり、必要性が高い。
　また、平成27年度から公害
対策事業（21124001）と統合
して事業を実施していく。

現況の環境基準を
クリアした環境を
維持しつつ、放射
能汚染問題等の新
しい問題への対策
を推進し、市民の
安全、安心に努め
ていく。
　また、平成27年
度から公害対策事
業（21124001）と
統合して事業を継
続していく。

0 0 0

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持
（統合）

上記のとおり

－ －

大気汚染防止法、
登別市環境基本条
例、登別市公害防
止条例

環境基準を超える
測定値の件数

件 0 0 0

Ｈ24

市民

3 2-④

有害大気汚
染物質調査
事業 市民

生活
部

環境
対策
Ｇ

H11 －

上記のとおり


